
文部科学 省 にお伺いいたします。 

いただきました 時間で、 急がなければならないのですけれども、 法案の第五条二項に 、 先ほど申し上 

げました健診についてですけれども ，今度は就学時健診について 規定をしてあ ります。 この法案の成立 

によりまして 就学時健診が 具体的にどのように 変わることになっていくのか、 その点について 御 説明く 

ださい。 

0 尾山政府参考人 お 答え申し上げます。 

市町村教育委員会が 行います就学時健康診断の 検査項目につきましては、 学校保健法施行令で 定めら 

れておるところでございます。 本法案成立後にっきましては、 学校保健法施行令第二条第七号の「その 

他の疾病及び 異常の有無」という 項目におきまして、 発達障害等も 含む健康状態の 把握に努めることと 

なると考えております。 

発達障害にっきましては、 あ る程度の期間の 観察が必要と 考えられますので、 就学時の健康診断だけ 

では十分に発見することは 困難であ ろうかと思いますけれども、 就学時健康診断に 当たりまして、 保護 

者の了解を得て 小学校入学双の 子供の状況についての 情報の提供を 受けることでございますとか、 必要 

に応じて専門 E の判断を求めること 等によりまして、 できる限り発達障害の 早期発見に努めていくもの 

と 考えております。 

ただ、 この点 、 いろいろ判断の 難しい点もございますので、 厚生労働省ともよく 連携して対応してま 

いりたいと考えておるところでございます。 

0 石毛委員 先ほど厚生労働省に 質問した点をもう 一度文部科学舎にも 質問いたしますが、 児童及び保 

護者の意思の 尊重に関しましては、 第五条二項に 規定するその 健診に除しまして・ 児童、 保護者の意思 

を第一義的に 優先するというふ う に理解をしてよろしいでしょうか。 

0 尾山政府参考人 本法案が成立した 後にっきましては、 法案第五条第二項で 就学時健康診断において 

発達障害の早期発見に 十分留意することが 求められているだけではございませんで、 法案第五条第四項 

におきまして、 その実施においては、 「児童及び保護者の 意思を尊重するとともに、 必要な配慮をしな 

ければならない。 」とされているところでございまして、 この点を踏まえまして、 円滑な就学時健康診 

断が実施されるよう、 都道府県教育委員会を 通じて指導してまいりたいと 考えております。 

0 石毛委員 質問通告はいたしませんでしたけれども、 尾山総括 官 がお答えくださいましたので、 配慮 

しなければならないとしている、 そのことはどのようなことを 想定されていらっしやるのでしょうか。 

第五条の第四項は「必要な 配慮をしなければならない。 」という、 私はそこまでは 質問しなかったんで 

すけれども、 総括 官 がそういうふうに 答弁されましたので、 念のためにお 答えいただけれ ばと 思います 

が、 いかがでしょうか。 

0 尾山政府参き 人 保護者や児童生徒の 意思に反してまで 強制的に聴取するといったようなことなど 
はしてはならないということではないかというふうに 理解をしておるところでございます。 

0 石毛委員 人ですが、 関連して、 第八条は教育に 関する規定でございます。 

この規定に関しましては、 最初に法案の 原案が出されましたときから、 いろいろな議論を 重ねまして、 

今回提出の条文に 最終的にまとまったものでございます。 

この条文の中に、 最後の方ですけれども、 適切な教育的支援というような 規定がございます。 この発 

達障害者支援法と 並行して、 現在、 文部科学 省 において特別支援教育の 推進が行われております。 その 



中に、 個別の教育支援計画の 策定ということが 規定されておりまして、 現にそれが推進されているとこ 

ろでございます。 

そこで・これも 確認でございますけれども、 この教育支援計画の 策定は法的な 義務づけではないとい 

うことの確認と ，それから、 計画は保護者の 意向によってはつくらなくてもよいということを 確認した 

いのですが、 いかがでしょうか。 

0 山中政府参考人 お 答え申し上げます。 

先生 御 指摘の個別の 教育支援計画でございますけれども、 これは文部科学省の 協力者会議の 報告にお 

きまして、 今後、 障害のあ る児童生徒一人一人のニーズを 正確に把握して、 教育の視点から 適切に対応 

していくという 考えのもとに、 長期的な視点で、 乳幼児から学校卒業後まで、 その学校の中だけではな 

くて、 一真して適切な 教育的支援をどのように 行っていくか、 そういうことを 子供一人一人に 応じた形 

で、 しっかりとした 教育支援の計画を 立てて い こうというものでございます。 そういうものでござ い ま 

すので、 法的にそれをつくらなければならないとかそういうものではないというものでございます。 

また、 現在、 先生 御 指摘ございましたけれども、 特別支援教育推進体制モデル 事業というものを 行っ 

ておりますけれども、 その中で、 こういう個別の 教育支援計画というものを 個々の子供さん 一人一人に 

ついてつくってみるということを・ 合モチル的に 行っているところでございます。 

この場合、 それぞれの子供一人一人に 応じたものをつくっていこうということでございますので ，そ 

の作成に当たりましては、 保護者の積極的な 理解あ るいは参加をしていただき、 計画の内容、 どういう 

形で支援計画をつくるかという 内容につきましても、 保護者の御意見も 聞きながらつくっていくという 

ことでございます。 実瞭に 、 もうそのような 形で、 学校の先生、 保護者、 あ るいはコーディネーターと 

いった方が話し 合い、 十分 協 誌し、 協力して、 それぞれの支援計画を 作成しているという 状況でござい 

ます。 

0 石毛委員 念 のために申し 上げたいと思いますが、 私は個別の教育支援計画を 策定するということに 

反対しているものではございません。 

ただ、 子供さんあ るいは保護者の 方のお気持ちやお 考えや御意向と、 それからその 計画の進められ 方 

というのが沿わない 場合もあ るのではないか。 こういうようなことも 想定しますと・やはりこの 策定に・ 

まずは児童や 保護者の意向を 第一義的に優先して 受けとめていただきたいということは 前提ではござ 

いますけれども ，場合によっては 参画しないこともあ り得るというようなこと、 今 御 答弁いただいたこ 

とでよろしいと 思いますけれども、 私はそのことを 懸念する部分もあ るものですから 申し上げましたと 

いうことです。 

ぜひ要請をしたいと 思いますけれども、 やほり 、 国際的には、 特別な教育のニーズを 有する子供たち 

も 地域の昔通学校で 学 ぷ というインクルーシ フ の教育というのは、 ユネスコのサラマンカ 宣言以降、 も 

う潮流になっていることでございます。 ぜひとも、 この個別の教育支援計画につきましても、 ともに 学 

ふ ということを 前提にして進めていただきたいということを 要請いたします。 

次の質問でございますけれども、 特別支援教育の 推進体制、 このことに関連してでございますけれど 

も，広域特別支援連携 協 戎金というものや 地域での特別支援連携協議会の 設置が求められております。 

ここで一 つ 私が心配をいたしますことは、 発達障害者支援法案の 方では、 第三条第四項に、 「犯罪等 

により発達障害者が 被害を受けること 等を防止」してという、 そのような規定がございます。 

ここは・実は、 当初の法案では 警察が規定されておりました。 これは、 陣吉をお持ちの 方の御意向な 

ども踏まえまして、 警察という文言は 最終案からは 削ることになりまして、 先ほど申しましたような 規 

定 のしぶりになったものでございます。 

ただ、 犯罪等といいますと、 どうしても警察ということが 浮かんでまいりますので、 戻りますが・ 広 





れまでの 御 努力と熱意に 対しまして、 深く感銘いたす 次第であ ります。 

本来であ れば、 このような多くの 方々の 御 努力と熱意のもとに 成立が予定されている 法案でございま 

すので、 もう少し積極的な・ 前向きな評価を 持って質問をしたくは 思っておりましたが、 幾つかの懸念 

事項もございますので、 その点も踏まえて 質問をさせていただきます。 

本日、 お手元の方にお 配りさせていただいた 配付資料についてであ りますが、 一枚は厚生労働省障害 

福祉部部長の 私案としての ぺ一 パーからの印刷物であ ります。 もう一つにっきましては、 発達障害者 支 

援 法案に関する 比較表であ ります。 一番 下 が護連の決定における 法案、 真ん中が先週提出された 法案、 

一番上段が本日委員長起草案となっておる 内容でございます。 

私といたしましては、 幾つも変更点はございますが、 そのうち七つばかりにつきましては、 積極的な 

評価がし得ると 考えています。 

まず一点は、 第一条の「目的Ⅱのところの 早期発見につきまして、 早期発見の対象につきまして、 当 

初 、 「発達障害児」という 人のきき方をしておりましたが、 そうではなく、 「発達障害」という 状態に着 

目した表現に 改まっている 点であ ります。 もちろんのこと、 障害につきましては、 人ではなく・その 障 

害という状態に 着目して支援をしていくことが 必要だ、 その見地から、 この変更点、 修正点につきまし 

てはよかったと 考えております。 

二点目は、 自立と社会参加が 明文化されたことであ ります。 これは、 御存じのとおり、 この春の障害 

者基本法におきましても、 第一条におきまして・ 三回も書き込まれている、 まさにキーワードであ りま 

す 。 この部分が入ったことにつきましても、 積極的によかったと 思っております。 

第三点は、 警察に関する 部分であ ります。 警察に関しましては、 さまざまな御意見等もございました 

ので、 その部分につきまして、 懸念を払拭するような 形で条文が、 文章が変わったというふうに 理解し 

ております。 

四点目は、 教育についてであ ります。 第八条にっきまして、 これも 幾 っかの団体からこの 条文につき 

ましての懸念がございましたので、 第八条が変更となっておると 理解しております。 

そして、 第十二条「権 利擁護」につきましては、 当初は権 利擁護をすべき 責務を負っている 団体が都 

道府県及 び 市町村でしたが、 それのみならず 国が入ったという 点、 これは当然のことであ りますが、 修 

正になってよかったときえております。 

また、 「差別されること 等」という形で 差別禁止の趣旨がこの 十こ条に加わったこと、 これも積極的 

に評価できると 考えております。 

また、 最後に七点目につきまして、 見直し規定が、 当初なかったものが 五年の見直しとなり、 そして 

本日の委員長起草案におきましては 三年という見直し 規定が置かれたこと。 

この点は、 ほかもございますが、 この七つにつきましては、 この間の努力をされた 方々に対しまして ， 

深く敬意を改めて 表しておきたいと 思います。 

しかしながら、 こ う いった点を踏まえましても、 現時点においてもまだ 幾つかの懸念事項が 指摘され 

ております。 今回、 この法案が可決されることは、 本当にあ る意味、 関係当 き 者にとっての 悲願であ っ 

たと思います。 しかしながら、 事実を率直に 見詰める姿勢というものは 必要であ ろう。 

そのような見地から・ 其体的に申しますと、 現時点におきましても、 幾つかの団体、 例えば・日本陣 

害 音協議会、 障害者インターナショナル 日本会議，そしてまた 今回教育分野を 受け持つ日本教職員組合、 

また、 教育の欠格条項をなくす 金 準備金、 これは統合教育を 求める会でございますが・そのような 会、 

知的陣吉者の 親の会でもございます 社会福祉法人全日本手をつなぐ 育成会、 精神医療の分野における 市 

民の人権 擁護の会などなどから、 この時点における 本法案の成立について 幾つかの ，む 理事項が提示され 

ております。 

そういった事項がないように、 本日の委員会可決の 後、 運用面などにおきまして、 それらの点につき 



ましての 御 配慮がなされることを 強く望むものであ ります。 

今回の法案にっきましては、 私が改めて語るまでもございませんが、 一九七 0 年の心身障害者対策基 

本法に始まり、 一九九三年の 障害者基本法改正、 本来であ れは、 この時点におきまして、 今回の対象と 

された方々が 障害者の中に 当然含まれているという 附帯決議もございましたので、 その附帯決議に 基づ 

いて個別の施策がなされていれば、 今日を待つまでもなく、 もっと早い段階で 多くの支援が 得られたと 

考えております。 

また、 二 00 四年、 この春の障害者基本法の 改正におきましても、 またも今回の 支援対象の方々が 積 

み残しになってしまった 、 そ う いった歴史的経緯の 中に今日があ る、 そのような自覚はいたしておりま 

す。 

ただ、 私が懸念するのは、 大きく申しまして 三点であ ります。 

一つは、 この法案が成立する、 もちろんプラスの 面があ るのは当然であ ります。 しかしながら、 法律 

というものはひとり 歩きしてしまう 可能性もあ ろうかと思います。 この法律ができたことによって、 今 

回 支援対象とされている 方々が他の障害の 方々のサービスから 取り残されてしまれないかという 懸念 

が一点ございます。 また、 関係当事者の 熱意や努力とは 裏 腹 に ， 今の社会的な 状況のもと、 かえって今 

回の支援対象とされた 当の本人たちにとって、 結果的にどうなるのかという 心配もございます。 また、 

障害者施策全般に 対する影響というものも 考えられます。 

この三点につきまして、 質問をしてまいりたいと 思います。 

まず、 内容面についてであ ります。 

先週、 谷間の障害者と 言われる 無 年金障害者についての 法案が可決されました。 同じく谷間の 障害者 

に関する所得保障についての 法案であ りました。 今回も同じく 谷間の障害者に 関する法案であ りますが、 

今回の法案につきまして、 一体、 この法案の成立によって 具体的にどういったサービス、 どういった支 

援策が始まるのかという 質問であ ります。 

例えば、 無 年金障害者救済法案につきましては、 その法案が通ることによりまして、 来年の四月から、 

障害等級一級には 五万円、 二級には四万円の 月々の給付金が 支給されます。 今回の法案は、 一体、 この 

法案が通ることによって 具体的にどういったサービスが 始まるのか、 その点、 まずお答えのほどをよろ 

しくお願いいたします。 

0 塩田政府参考人 この法案ですけれども、 この法案は、 議員から 御 説明があ ったように、 これまで制 

度の谷間にあ った方々に対する 支援をどうするかという 観点からつくられたものと 考えております。 

これまで、 知的障害のあ る場合は知的障害者福祉法のサービスが 受けられていたわけであ りますけれ 

ども、 知的障害を伴わない 方々については、 それぞれの法律によるサ ーピス がないということでござい 

ました。 

この法案はまだ 理念法の段階であ りまして、 政策の方向性は 出していただいているわけであ りまして・ 

この法律ができることによって 、 例えば発達障害者支援センタ 一による相談機能を 充実することであ り 

ますとか、 あ るいは福祉と 雇用分野の連携を 密にすることであ りますとか、 あ るいは教育分野と 福祉分 

野の垣根を取っ 払うというようなことであ りまして、 直ちにこの法案で 具体的なサービスが 開始すると 

い う 性格の法案ではないと 思っております。 

これから、 この法案の趣旨を 受けまして、 さまざまな取り 組みを地域レベル、 国 レベルでやりまして、 

一つ一つ検証して、 将来は、 後ほど議論になるかもしれませんが、 障害の種別なく 包括的なサービス 法 

の中で一本化されるべき、 またそれを目指すべきであ ろうと考えているところでございます。 

0 泉 ( 房 ) 委員 今回の法案、 じっくりと何度も 何度も読ませていただきましたが、 理念法と申します 

が、 本当に具体的な 支援については 書き込みがなされていないということは 残俳でなりません。 



私自身、 先週の水曜日、 犯罪被害者基本法にかかわり、 委員会可決となりました。 例えば、 これも同 

じく、 これまで放置されてきた 犯罪に巻き込まれた 被害者や造 族 に関する支援法でございます。 

しかし、 その法案にっきましては、 具体的にそれぞれの 分野において、 雇用の問題、 住宅確保の問題 

などなど、 既にその法案にその 後の方向性が 吉 かれております。 また、 その後の施策決定におきまして 

も、 官房長官をトップとし、 大臣六名が加わり、 また・有識者という 名の具体的な 当事者や支援団体の 

方も入った上で 具体的な施策が 遂行される、 そういった法案になっております。 

ところが、 今回の法案は、 そのような具体的な 古き込みもなされておらず、 また、 具体的な施策遂行 

における枠組みも 吉 かれておりません。 しかし・このことを 今 申したとしても、 今から法改正がすぐに 

なされるわけではないと 思います。 その点、 運用に携わる 面におきまして、 条文には吝かれて い なくて 

も 、 当事者や支援団体、 またいろいろな 方々の意見を 踏まえて具体的な 支援をしていく、 そういった回 

答をいただきたいのですが、 お願いいたします。 

0 塩田政府参考人 この法案では、 それぞれの保健，医療、 福祉、 教育、 雇用などの大きな 方向性は吝 

かれておりますけれども、 実際に、 議員が指摘されたような 政策の具体化という 点では、 予算をとり・ 

いろいろな細かな 制度をつくっていく 作業が必要であ ります。 

御 指摘のあ った趣旨で、 関係省庁とも 連携して努力をしていきたいと 思っております。 

0 泉 ( 房 ) 委員 そして、 今回の法案にっきまして 他の団体などからいろいろと 指摘されているところ 

は、 この法案，理念法と 言われましたが、 その理念についての 疑義が出されているんだと 私は理解しま 

す。 

障害者福祉と 申しましても ，大きく言えば 二つの考え方があ ろうかと思います。 それは，幸せという 

ものを、 障害者本人の 幸せをだれが 決めるのかということにかかわっていると 私は思いますが、 本人の 

幸せは、 本人が決めるのか・そうではなく、 国なり・社会なり、 保護者なりがあ る意味決めてあ げるの 

かというようなところにかかわっているようにも 思います。 

今回の障害者基本法の 改正、 また、 国連で作業がなされております 国連の障害者権 利条約の理念と 申 

しますのは、 申すまでもなく、 あ くまでも障害者自身が 権 利の主体であ り、 であ るがゆえに、 障害とい 

ぅ ものをそのまま 受けとめた上で、 そのままの状態で 障害者と健常者がともに 生きて い く社会が理想で 

あ ると考え、 であ るがゆえに、 自立と社会参加というキーワードが 出てくる。 そして、 障害者の種別な 

く、 支援される側から 物事を見ていく、 障害者を縦割りにしたりはしない、 あ くまでも施策を 決めるの 

は 本人であ る，こ う いった理念であ ろうと思います。 

それに対しまして、 他方、 国や社会や保護者の 方から支援をしていくとなりますと、 そうではなく、 

障害者は支援の 対象であ ります。 そして、 早期発見し、 できるだけ健常者に 近づくよ う にならないか、 

そんな思いがにじみ 出てまいります。 

また、 より丁寧な手厚い 支援という視点から、 どうしても障害の 種別を分け、 また、 健常者と違った 

形で、 手厚い支援という 名のもとに分離教育や 別の取り扱いがなされてしまう、 そういったこともあ ろ 

うかと思います。 

今回の法案，率直に 感想といたしましては、 一九七 0 年の心身障害者対策基本法のような 形の考えが 

色濃く出ているように 感じられてなりません。 

しかしながら・この 点も同じであ ります。 今すぐに条文が 変わるわけではなかろうと 思いますが、 理 

念といたしましては、 今回 宰き 込みがなされておりませんが、 支援対象となっている 方々が当然権 利を 

有しており、 今回法文にやっと 入りましたが、 自立と社会参加を 目指し、 あ くまでも本人の 自己決定を 

尊重する、 そういった趣旨からきた 法案であ る、 そういった理解でいいかどうか 確認をしたいのですが・ 




